
-１-

参考資料

浦安市防犯協会運営費補助金交付要綱（昭和56年告示第12号）の一部改正

（下線の部分が改正部分）

改 正 後 改 正 前

（補助金の額）

第３条 補助金の額は、740,000円以内で市長が適当と認めた額とする。

（補助金の額）

第３条 補助金の額は、1,016,000円以内で市長が適当と認めた額とする。
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（下線の部分が改正部分）

改 正 後 改 正 前

第４号様式（第６条） 第４号様式（第６条）
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（下線の部分が改正部分）

改 正 後 改 正 前

第６号様式（第８条） 第６号様式（第８条）
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（下線の部分が改正部分）

改 正 後 改 正 前

第７号様式（第９条第１項）

附 則

この告示は、公示の日から施行し、改正後の浦安市防犯協会運営費補助金交

付要綱の規定は、令和４年度分の予算に係る補助金から適用する。

第７号様式（第９条第１項）


